
大阪府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則の一部を

改正する規則をここに公布する。 

令和７年５月３０日 

               大阪府後期高齢者医療広域連合長 野田 義和 



 

 

大阪府後期高齢者医療広域連合規則第１２号 
 

大阪府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則の一部を改正する規則 
 

大阪府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則（平成２０年大阪府後期高齢者医療広域連合規則第４号）の一部を次

のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。 

 

改正後 改正前 

（保険料の徴収猶予及び減免の基準） 

第２１条 （略） 

２ 条例第１７条第１項第２号に規定する事業の不振、休業又は廃

止、失業等の理由により、収入が著しく減少したときとは、基礎控

除後の総所得金額等について、賦課の基となる年の基礎控除後の総

所得金額等から徴収猶予又は減免の申請月の属する年の基礎控除後

の総所得金額等の見込額を控除して得た額を賦課の基となる年の基

礎控除後の総所得金額等で除して得た率（以下「見込所得減少率」

という。）が３０％以上となるときとする。 

 

（徴収猶予の取消し等） 

第２６条 広域連合長は、条例第１７条第３項の届出があったとき、

又は同項に規定する届出がない場合であって次の各号のいずれかに

該当すると認められる場合は、その徴収猶予を取り消すものとす

る。ただし、広域連合長が特に必要と認めるときは、その徴収猶予

の期間又は額を変更することができる。 

（１） 第２１条第２項の規定による徴収猶予を受けた者の見込所得

減少率が３０％未満になることが判明したとき。 

（２） 第２１条第２項の規定による徴収猶予を受けた者について、

賦課の基となる年の基礎控除後の総所得金額等から当該徴収猶予の

申請月の属する年の基礎控除後の総所得金額等の実際の額を控除し

て得た額を賦課の基となる年の基礎控除後の総所得金額等で除して

得た率（以下「所得減少率」という。）が３０％未満になることが

判明したとき。 

（３） 前号のほか、徴収猶予を受けた者の事情が変化したため、徴

（保険料の徴収猶予及び減免の基準） 

第２１条 （略） 

２ 条例第１７条第１項第２号に規定する事業の不振、休業又は廃

止、失業等の理由により、収入が著しく減少したときとは、基礎控

除後の総所得金額等について、賦課の基となる年の基礎控除後の総

所得金額等から徴収猶予又は減免の申請月の属する年の基礎控除後

の総所得金額等の見込額を控除して得た額を賦課の基となる年の基

礎控除後の総所得金額等で除して得た率（以下「所得減少率」とい

う。）が３０％以上となるときとする。 

 

（徴収猶予の取消し等） 

第２６条 広域連合長は、条例第１７条第３項の届出があったとき、

又は同項に規定する届出がない場合であって次の各号のいずれかに

該当すると認められる場合は、その徴収猶予の期間若しくは額を変

更し、その徴収猶予を取り消し、又はその徴収猶予に係る保険料の

全部若しくは一部を一時に徴収することができる。 

（１） 第２１条第２項の規定による徴収猶予を受けた者の所得減少

率が３０％未満になることが判明したとき。 

【新設】 

 

 

 

 

（２） 前号のほか、徴収猶予を受けた者の事情が変化したため、徴



 

 

収猶予を行う必要がなくなったとき。 

（４） 保険料の納付を不当に免れようとする行為があったとき。 

２ 広域連合長は、前項の規定により徴収猶予の取消し又は変更をし

たときは、その取消し又は変更を後期高齢者医療保険料徴収猶予取

消（変更）通知書（様式第３２号）により当該徴収猶予に係る被保

険者に通知するものとする。 

 

（収入の減少による保険料の減免） 

第２８条 条例第１７条第１項第２号に該当する場合における保険料

の減免は、減免申請月の属する年度の賦課限度額適用前の保険料

のうち、所得割に係る部分に限って減額を行うものとし、その減

免額は、当該所得割の額に別表第３左欄に掲げる見込所得減少率

に応じて同表右欄に定める減免率を乗じて得た額とする。 

２～５（略） 

 

（減免の取消し） 

第３３条 第２６条の規定は、減免を取り消す場合について準用す

る。この場合において、同条第１項各号列記以外の部分中「第１７

条第３項」とあるのは「第１８条第３項」と、「その徴収猶予を取

り消すものとする。ただし、広域連合長が特に必要と認めるとき

は、その徴収猶予の期間又は額を変更することができる」とあるの

は「減免を取り消すものとする」と、同項各号中「徴収猶予」とあ

るのは「減免」と、同条第２項中「徴収猶予」とあるのは「減免」

と、「取消し又は変更」とあるのは「取消し」と、「後期高齢者医

療保険料徴収猶予取消（変更）通知書（様式第３２号）」とあるの

は「後期高齢者医療保険料減免取消通知書（様式第３６号）」と、

読み替えるものとする。 

（１）～（３）【削除】 

 

 

 

 

２【削除】 

収猶予を行う必要がなくなったとき。 

（３） 保険料の納付を不当に免れようとする行為があったとき。 

２ 広域連合長は、前項の規定により徴収猶予の取消しをしたとき

は、その取消しを後期高齢者医療保険料徴収猶予取消通知書（様式

第３２号）により当該徴収猶予に係る被保険者に通知するものとす

る。 

 

（収入の減少による保険料の減免） 

第２８条 条例第１７条第１項第２号に該当する場合における保険料

の減免は、減免申請月の属する年度の賦課限度額適用前の保険料

のうち、所得割に係る部分に限って減額を行うものとし、その減

免額は、当該所得割の額に別表第３左欄に掲げる所得減少率に応

じて同表右欄に定める減免率を乗じて得た額とする。 

２～５（略） 

 

（減免の取消し） 

第３３条 広域連合長は、条例第１８条第３項の届出があったと

き、又は同項に規定する届出がない場合であって次の各号のいず

れかに該当すると認められる場合は、減免を取り消すものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 第２１条第２項の規定による減免を受けた者の所得減少率

が３０％未満になることが判明したとき。 

（２） 前号のほか、減免を受けた者の事情が変化したため、減免

を行う必要がなくなったとき。 

（３） 保険料の納付を不当に免れようとする行為があったとき。 

２ 広域連合長は、前項の規定により減免の取消しをしたときは、そ

の取消しを後期高齢者医療保険料減免取消通知書（様式第３６号）



 

 

 

様式第３２号を次のように改める。 

 

様式中「後期高齢者医療保険料徴収猶予取消通知書」を「後期高齢者医療保険料徴収猶予取消（変更）通知書」に、「次のとおり取消」を

「次のとおり取消（変更）」に、「徴収猶予取消年月日」を「徴収猶予取消（変更）年月日」に、「取消理由」を「取消（変更）理由」に、

「取消前徴収猶予期間」を「取消（変更）前徴収猶予期間」に、「取消後納期限」を「取消（変更）後納期限」に改める。 

 

附 則  

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

（減免の変更） 

第３３条の２ （略） 

（１）～（２）（略） 

（３） 見込所得減少率による別表第３右欄の減免率と、所得減少率

による同表同欄の減免率が異なるとき。 

（４） 前３号に掲げるもののほか、減免額を変更することに相当の

理由があると認められるとき。 

２（略） 

 

別表第３（第２８条、第３３条の２関係） 

 

 見込所得減少率又は所得減少率 減免率 

１ ７０％以上 ７０％ 

２ ６０％以上７０％未満 ６０％ 

３ ５０％以上６０％未満 ５０％ 

４ ４０％以上５０％未満 ４０％ 

５ ３０％以上４０％未満 ３０％ 

 

により当該減免に係る被保険者に通知するものとする。 

 

（減免の変更） 

第３３条の２ （略） 

（１）～（２）（略） 

【新設】 

 

（３） 前２号に掲げるもののほか、減免額を変更することに相当

の理由があると認められるとき。 

２（略） 

 

別表第３（第２８条関係） 

 

 所得減少率 減免率 

１ ７０％以上 ７０％ 

２ ６０％以上７０％未満 ６０％ 

３ ５０％以上６０％未満 ５０％ 

４ ４０％以上５０％未満 ４０％ 

５ ３０％以上４０％未満 ３０％ 
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